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１.「近代化」の耐が多義的であるので，本報告におけるその概念を作業仮段的に明らかに
したい。

一般に,「近代化」は,封処的な土地所布ljU係の－儲，産業にお肺る磯械化，市民的EIIhの

確立、社会意識における自我の党健など，多くの意味を含むが，これらはいずれも，西ヨー

ロッパが１５世紀以降に経験した変化であり,後進IHIか近代化をＨ標とする嶋合DiIi欧が他に

先､ｳ6けてそれらを壇成しているため，多くは西欧の歩んだ道をたどろうとする。この意味にお
いて,近代化は西欧化と理j弊される。

しかし，形式上の，型頻上のiXi欧化は決して近代化といえず，〕$賀をと《,なっていたければ

走らない。その中心ＩＤと念を，私は西欧社会のJ1蜷的榊造である近代iIilXL社会に求める。これＩｉ

飲沿的には市民的自由の確立であり，法的には,囚lか平等・独立的市民の地位を雅餅とする
近代法の出現となる。、

２．「ラテン・アメリカ法」と一般によくいわれるか,ラテン・アメリカ全体に共辿の法が

あるわけではたく,塗たは,このjU2hdtで法の統一か全面的に行なわれているわけで《’たい。そ

れはOラテン・アメリカij片凶の法の総称でめる。しかしDjIi在る喚嵐上の呼称で《》たい｡つ注

Djrラテン・アメリカ緒図は，沿雌上,西欧，珠に旧母illなどのフテン系献血lの文化の影縛を

強く受けており，法《】，ラテン系立法を継受しており，この意味において，共辿性を荷するか

らである。

このように,西欧麓を継受しているか,だからといって，ラテン・アメリカ法が近代化され

ていると緒瞼することは，前述のようにできない。

ａ近代憲法の埜本原理として，|工l民王権，惟力の分立，避本的人椛などかiiluかれるが，ラ

テン・アメリカの懸笙は，いずれ１，，これらの特色を具１１Ｉする。

堂ず，ラテン・アメリカ諸醐は，少なくと《,，形式的には民主主義の政治形態を採用してお

り，主椛が人民に存することをすべての囚がうたっている｡
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触本的人権について,現行愈法中の1W古のアルゼンチン１８５３年憲法（ペロン政揃のﾙﾘ嬢「

に』:!)復活した）lTtﾌﾞ''１章の３５カ条をそれにあてているほどである。また，基本的人椛を保

隙するんmparo（保議iWi求）の制度がメキシコその他で麹められている。

さらに，労働者の団結椀などのいわゆる社会樅を、すでに，メキシコの１９１７年態法が認

めている(ワイマール憲法は１１１９年）。

４.市民法の基本隙煙は、法の前における人樅の平等、契約の自由，所有樅の尊亜と脱かれ

る。ラテン・アメリカの民法典のうちには，姿の鱗能力，離鍛を酢さない茨どの帆定例が若=Ｆ

見うけられる１，のの,上記の特色は，いずれ＄lLらｵしる。さらに，ラテン・アメリカで蛾新の

メキシコの１１２８年民法典は０従来の過唆の個人主義を是正して，個人利益と社会利益との

郷JIlを月隙としており、社会私陛典ＣｏｄｉｇｏＳｏｃｉ,ａｌｌ，｢ｉｖ６０ｄｏと畷まれているほどである。

５．ｌｌｉ１際法の倣域で，ラテン・アメリカに１６Mｲﾌﾞの《,のとして，トラゴ主蕊，カルポ条項が硯

かれる。これらの趣旨は，タIlijlの干渉のl〃除であって，カルポ条項に上れば,内I茎１人に許され

ぬりlFlh1rtﾀMU人に１１称されず,外伍１人が牧涜を荊求できるのは現jlh当局だけであって，：１回官

灘にはＩＭＩ*できたいことにたる。

これらは，ラテンアメリカ鍬111の欧米先血瀦羅lに対する独立・Ｆ１由・平等な地位の礎１９への

勢ﾌﾞ〕をふりかえって兇るとHl1mirできるであろう。

‘大ざっぱにいって，ラテン・アメリカ諸低1の法は，IlMjMZとして，近代法の内容をｲiiiえて

いると忠われるが，突際はどうであろうか。着二Fの1111題がある｡．．

(1)ラテン・アメリカ諸IJIそれぞれの111の中に法秩序と無縁友#t会が存在する。すなわち‘二

菰批造の問題がある。

(2)菰命をいしクーデターの頻発にと１０たう態法の改正｡すなわち，法的安定性の欠除のlul題

がある。

(3)近代法の基礎である自由・平等・独立を市民としての意識が果して自覚されている力゛のｌＩｌｊ

Ｍｑｏとれは，ラテン・アメリカ独立の性絡と結びつけて考えられよう。
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